業務委託仕様書
業務名称：令和８年度ごみ搬入道路清掃及び除草業務委託
　（清掃および除草の場所）
第１条　別添図面の区間とする。
  （清掃及び除草の時期）
第２条  路面清掃及び花壇散水は年３０回（隔週１回とし、残り４回は追って指示する）、除草は年４回（追って指示する）実施する。
　（清掃）
第３条  清掃は、側溝、路面の順に行い、収集した塵芥・土砂等は適切に処理すること。
　（除草）
第４条  除草は、歩道および道路両端から約１.３ｍの範囲とし、収集した草木等は適切に処理すること。
　（作業日時）
第５条  作業日時は毎回土曜日の午前８時３０分から午後５時までの間とする。
  （安全の確保）
第６条  作業中は他の車両の通行に支障がないようにし、作業車の誘導など安全確保に万全を期すこと。
  （緊急時の対応）
第７条  日曜・祝祭日・暴風時等において、緊急性があり、かつ市担当者から指示があったときには、本仕様書第２条および第５条にかかわらず、清掃を行う。
２  作業時間中の事故発生および道路への油脂類流出があった場合は、応急処置を行い交通の安全を確保するとともに、速やかに市担当者に連絡する。
　（市への報告）
第８条  沿道の住民から陳情・苦情があったときは、速やかに市担当者に連絡する。
